
 

随意契約報告書 
 

 

１ 担 当 課  広域行政課総務企画係 

 

２ 施 行 番 号  契中恵広総 第 ３ 号 

 

３ 事 業 名  広域ごみ処理施設整備基本計画検討業務 

 

４ 事 業 場 所  中津川市・恵那市内 

 

５ 事 業 概 要  発注者が作成した「一般廃棄物処理施設整備基本構想」及び既往文献

を参考に、以下の業務を行うものとする。 

（１）循環型社会形成推進交付金を念頭にした調整項目の優先順位の

検討 

（２）両市が行う検討の基礎資料作成 

（３）会議等の出席   

 

６ 期 間  令和７年４月 21 日 ～ 令和８年３月 27 日 

 

７ 請 負 金 額  １４,４６５,０００円 

 

８ 契約締結日  令和７年４月 21 日 

 

９ 契約相手方  住所 愛知県名古屋市中区栄二丁目４番３号 

         名称 株式会社エックス都市研究所 中部事務所 

            所長 東 修  

 

10 随 契 理 由  地方自治法施行令 167 条の２第１項第２号 

          

         別紙のとおり 

 

 

 

 

 



随意契約をすることができる場合に該当することの説明書 

地方自治法施行令第

167条の２第１項第２

号により契約を締結

することができる場

合 

今回の契約が左記に該当することの説明 

不動産の買入れ又は

借入れ、普通地方公共

団体が必要とする物

品の製造、修理、加工

又は納入に使用させ

るため必要な物品の

売払いその他の契約

でその性質又は目的

が競争入札に適しな

いものをするとき。 

本業務は、令和６年度事業の一般廃棄物施設整備基本構想及び

建設候補地選定基準策定関連支援業務（以下「令和６年度委託業

務」という。）により策定した、ごみ処理方針の構想を基に、広域

ごみ処理施設整備基本計画の策定を目標とする中津川市および恵

那市（以下「両市」という。）の調整・協議事項について検討を行

うものである。 

本業務の実施にあたり、両市の現状課題を把握したうえで解決

に向けた方法等の提案を行うことが要求される。 

株式会社エックス都市研究所は、令和６年度委託業務の請負に

より、基本構想の策定、建設候補地の選定にかかる公募要項、候

補地の評価基準の作成にあたり両市間の現状・課題を把握・分析

されており、また、他地域での廃棄物処理施設整備に関する多く

の業務実績を有している。 

他の業者へ委託となった場合、両市の現状把握やこれまでの経過

について、打合せ協議等新たな経費及び期間を要すことから、今

後の業務の進捗に支障をきたすため株式会社エックス都市研究所

に委託する。 

 



 

随意契約報告書 
 

 

１ 担 当 課  広域行政課総務企画係 

 

２ 施 行 番 号  契中恵広総 第 ８ 号 

 

３ 事 業 名  広域ごみ処理施設建設候補地選定支援業務 

 

４ 事 業 場 所  中津川市・恵那市内 

 

５ 事 業 概 要  建設候補地を選定するための情報提供に関して、スケジュールの検

討、選定に係る評価の実施、ならびに検討委員会の開催にかかる支

援を行う。 

（１）情報提供内容等の検討支援 

（２）建設候補地の評価に関する支援 

（３）検討委員会の運営支援 

 

６ 期 間  令和７年９月 29 日 ～ 令和８年３月 27 日 

 

７ 請 負 金 額  １１,０００,０００円 

 

８ 契約締結日  令和７年９月２９日 

 

９ 契約相手方  住所 愛知県名古屋市中区栄二丁目４番３号 

         名称 株式会社エックス都市研究所 中部事務所 

            所長 東 修  

 

10 随 契 理 由  地方自治法施行令 167 条の２第１項第２号 

          

         別紙のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙 

随意契約をすることができる場合に該当することの説明書 

地方自治法施行令第

167条の２第１項第２

号により契約を締結

することができる場

合 
今回の契約が左記に該当することの説明 

不動産の買入れ又は

借入れ、普通地方公

共団体が必要とする

物品の製造、修理、

加工又は納入に使用

させるため必要な物

品の売払いその他の

契約でその性質又は

目的が競争入札に適

しないものをすると

き。 

本業務は、令和６年度「中津川・恵那広域ごみ処理施設整備建

設候補地検討委員会」（以下「検討委員会」）により、一般廃棄

物処理施設整備基本構想および建設候補地評価基準を策定し、建

設候補地の選定方法として公募を実施することが決定されたこと

に基づくものである。 

令和７年４月から４か月間にわたり公募を実施したが、応募は

なかったため、公募要件を緩和し、情報提供を受ける方式へと変

更した。 

本業務の実施にあたっては、建設候補地の選定に関する事務を

段階的に進める必要があり、事務局および検討委員会が行う情報

提供の受付、土地の評価、両市との調整、検討委員会の開催等に

ついて、これまでの経過を十分に把握したうえで業務を遂行する

ことが求められる。 

株式会社エックス都市研究所は、令和６年度の委託業務により

検討委員会の運営や両市の会議等に関与しており、これまでの経

過を把握している。 

他の業者へ委託した場合、両市の現状やこれまでの経過につい

て新たな打合せや協議が必要となり、追加の経費や期間を要する

ことから、今後の業務の円滑な進行に支障をきたす可能性があ

る。 

以上の理由により、本業務は株式会社エックス都市研究所へ委

託するものである。 

 


